
有明教育芸術短期大学

出願資格 （1）　高等学校を卒業した者又は通常の課程による12年の学校教育を修了した者、もしくは希望する当該授業科目を聴講するに十分

 学力があると本学が認めた者

 日本語能力試験の合格者又はこれと同等以上の日本語能力があると本学が認めた者

出願期間 前期受講　2月1日～3月10日 後期受講　8月1日～9月10日

出願書類

② 受験票　（指定書式）

④ 最終出身学校の成績証明書

⑥ その他本学が必要と認める書類

⑧ 出願用封筒

※　本学を卒業した方は、①入学願書　②受験票　③健康診断書　の3点のみ提出してください。

選考試験日程

選考方法 ① 書類審査

② 学力検査

③ 面接

選考場所 有明教育芸術短期大学

所在地　：　〒135-0063　　東京都江東区有明2-9-2
電話番号　：　03-5579-6211

受験票の送付 入学願書を受付後、入学願書記載の本人現住所宛に速達で郵送します。

受験上の注意 公共交通機関等の遅延などにより選考時間に遅刻する場合は、必ず『有明教育芸術短期大学』（03-5579-6211）

に連絡の上、指示を受けてください。

筆記用具を必ず持参してください。（鉛筆HB以上の濃いもの）

車両等の乗り入れはできません。

入学検定料及び 10,000円　　　※いったん納入した入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。

1.　入学願書を直接本学へ持参する場合

本学事務局へ持参し、入学検定料をお支払いください。

2.　入学願書を郵送する場合

添付の「振込依頼書」を使用し、太枠内の所定欄に必要事項を記入して最寄の銀行の「窓口」から電信扱いにて

振込みをしてください。

振込領収書はコピーを取り、入学願書裏面に貼付してください。

出願書類の未着等事故発生の際に入学検定料納入済みの証明となりますので、大切に保管してください。

合格発表 入学選考の面接日より1週間以内に入学願書記載の本人現住所に郵送通知します。

○

（2）　日本国籍を有しない者にあっては、前項に定めるもののほか、日本国際教育協会もしくは国際交流基金が主催する

出願後、随時。

○

⑤ 他大学に在籍中の者
　　　　　当該大学の長の承諾書
　　在職中の者
　　　　　所属する機関の長の承諾書

○

○

提出書類

支払方法

○

○

⑦ 登録原票記載事項証明書
　　（聴講期間を通じて在留資格を有することを
　　証明するもの）

　 日本国籍を有しない方は、上記①～⑥の書類と併せて提出してください。

聴講生入学試験　出願について

① 入学願書　（指定書式）

上記書類を、同封の「出願用封筒（科目等履修生用）」に封入し
郵送または直接持参してください。

①②は、志望者本人が黒のペンまたはボールペンで記入してください。
漢字は楷書、数字は算用数字で正確に記入し、該当する字句は○で囲んでください。
「氏名」は戸籍上の文字を用い、楷書で記入してください。
「現住所」は番地、アパート、マンション名まで正確に記入してください。

　※　写真を貼付してください（縦4cm×横3cm）

　※　振込領収書写しを貼付してください

摘要

③ 健康診断書 3か月以内に受診したものを提出してください。


